
号

外�十五
平

成
十
九
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

出
納
管
理
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一

○
岐
阜
県
用
度
事
業
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

五
九

○
岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

六
九

告

示

○
岐
阜
県
会
計
管
理
者
印
及
び
岐
阜
県
会
計
管
理
者
事
務
代
理
者
印
の

指
定
に
関
す
る
告
示

(
同

)

七
〇

○
岐
阜
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(
同

)

七
〇

規

則

岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
八
号

岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中｢

出
納
長｣

を｢

会
計
管
理
者｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
二
中｢出

納
長
｣

を｢会
計
管
理
者
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
九
号

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
規
則(
昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
�

�
岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
九
年
四
月
一
日



本
則
中｢

出
納
長｣

を｢

会
計
管
理
者｣

に
改
め
る
。

目
次
中｢

帳
簿｣

を｢

帳
簿
等｣

に
、｢

第
二
百
九
条｣

を｢

第
二
百
十
一
条｣

に
改
め
る
。

第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

出
納
員
の
義
務)

第
四
条

出
納
員
は
、
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
百
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
と
お
り
会
計
管
理
者
が
県
の
出
納
そ
の
他
の
会
計
事
務
の
執
行
に

つ
い
て
独
立
の
権
限
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
会
計
管
理
者
を
補
助
す
る
者
又
は
会
計
管
理
者

の
委
任
を
受
け
た
者
と
し
て
、
そ
の
職
務
を
適
切
か
つ
確
実
に
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

監
督
又
は
検
査
を
行
う
者
の
義
務)

第
五
条

法
第
二
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
監
督
又
は
検
査
を
行
う
者
は
、
契
約
の
適

正
な
履
行
を
確
保
し
、
又
は
そ
の
受
け
る
給
付
の
完
了
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
契
約
に
係

る
支
出
が
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
そ
の
職
務
を
厳
正
に
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
及
び
第
七
条

削
除

第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
中｢

経
費
支
出
伺
い｣

を｢
事
前
決
裁
書｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
旅
費
に
係
る
支
出
命
令
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中｢

と
し
て｣

の
下
に｢

不
納
欠
損
整
理
決
議
書(
第
十
一
号
様
式
の
三
甲)

に
よ
り｣

を
加
え
、
同
項
第
二
号
中｢

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)｣

を｢

法｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

不
納
欠
損
整
理
決
議
書
兼
通
知
書(

第
十
一
号
様

式
の
三)｣

を｢

不
納
欠
損
整
理
通
知
書(

第
十
一
号
様
式
の
三
乙)｣

に
改
め
、｢
又
は
出
納
員(

本

庁
各
課
の
出
納
員
を
除
く
。)｣

を
削
る
。

第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
中｢

か
か
る｣

を｢

係
る｣

に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
旅
費
に
係
る
支
出
命
令
は
、
旅
行
命
令
書
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
四
条
第
五
項
中｢

支
払
手
続
き
を
と
つ
た
と
き｣

を｢

支
払
手
続
を
行
つ
た
際
必
要
な
場
合｣

に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
三
第
四
号
中｢

か
か
る｣

を｢

係
る｣

に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
四
第
三
号
中｢

行
な
う｣

を｢

行
う｣

に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
中｢

で
追
給
又
は
返
納
を
要
し
な
い
も
の｣

を
削
る
。

第
五
十
一
条
第
二
項
中｢

か
か
る｣

を｢

係
る｣

に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
概
算
払
旅
費
に
係
る
戻
入
命
令
は
、
旅
行
命
令
書
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

第
六
十
八
条
中｢(

本
庁
各
課
の
出
納
員
を
除
く
。)｣

を
削
る
。

第
七
十
条
第
四
項
中｢

支
出
金
調
書
又
は
調
定
決
議
書
、
収
入
金
調
書
及
び｣

及
び｢

そ
れ
ぞ
れ｣

を
削
り
、｢

朱
書｣

の
下
に｢

す
る
と
と
も
に
、
支
出
金
調
書
又
は
調
定
決
議
書
及
び
収
入
金
調
書
の

摘
要
欄
に
そ
の
旨
を
記
載｣

を
加
え
る
。

第
八
十
四
条
中｢

物
品
取
得
請
求
書(

第
二
十
七
号
様
式)｣

を｢

事
前
決
裁
書｣

に
改
め
る
。

第
八
十
七
条
第
二
項
中｢

第
八
十
九
条
第
四
項｣

を｢

第
八
十
九
条
第
三
項｣

に
、｢

物
品
供
用
等

変
更
調
書｣

を｢

物
品
登
録
内
容
変
更
書｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

物
品
取
得
請
求
書｣

を｢

事

前
決
裁
書｣

に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
中｢

返
送
し
な
け
れ
ば｣

を｢

差
し
戻
さ
な
け
れ
ば｣

に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
の
二
第
一
項
中｢

物
品
品
目
別
一
覧
表｣

を｢

物
品
一
覧
表｣

に
改
め
る
。

第
八
十
九
条
第
一
項
中｢

に
よ
り
供
用
主
任
者
を
定
め
て｣

を｢

の
決
裁
上
に
お
い
て
供
用
主
任
者

を
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
供
用
主
任
者
が
当
該
備
品
を
受
領
し
た
旨
を
確
認
の
上｣

に
改
め
、
同
条

第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中｢

第
一
項｣

を｢

前
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同

条
第
四
項
中｢

及
び
第
二
項｣

を
削
り
、｢

物
品
供
用
等
変
更
調
書｣

を｢

物
品
登
録
内
容
変
更
書｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
九
十
条
の
見
出
し
を｢(

備
品
の
管
理
等)｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

物
品
供
用
者
台
帳(

第

三
十
号
様
式)

及
び
物
品
供
用
別
一
覧
表(

第
三
十
号
様
式
の
二)

を
備
え
、
備
品
の｣

を｢

物
品
一

覧
表
に
よ
り
備
品
の｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中｢

前
条
第
三
項｣

を｢

前
条

第
二
項｣

に
、｢

物
品
供
用
等
変
更
調
書
及
び
物
品
供
用
別
一
覧
表
又
は
物
品
供
用
等
確
認
書｣

を

｢

物
品
登
録
内
容
変
更
書
の
決
裁
を
も
つ
て
物
品
一
覧
表｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
九
十
一
条
第
二
項
中｢

か
か
る｣

を｢

係
る｣

に
改
め
る
。

第
九
十
二
条
の
三
中｢

物
品
品
目
別
一
覧
表｣

を｢

物
品
一
覧
表｣

に
改
め
る
。

第
九
十
四
条
第
二
項
中｢

当
該
物
品
に
管
理
換
物
品
送
付
書(

第
三
十
二
号
様
式)

を
添
え
て
管
理

換
え
を
受
け
る
べ
き
収
支
等
命
令
者
に｣

を｢

管
理
換
え
を
受
け
る
べ
き
収
支
等
命
令
者
に
そ
の
旨
を

通
知
す
る
と
と
も
に
当
該
物
品
を｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

収
支
等
命
令
者
は｣

の
下
に｢

、
当

該
物
品
の
受
領
を
確
認
し
た
後｣

を
加
え
、｢

す
る
と
と
も
に
、
管
理
換
物
品
受
領
書(

第
三
十
三
号

様
式)

に
よ
り
当
該
物
品
の
受
領
を
証
明｣

を
削
り
、
同
条
第
四
項
中｢

及
び
第
二
項｣

を
削
り
、
同

条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

収
支
等
命
令
者
は
、
特
定
消
耗
品
の
管
理
換
え
を
行
う
場
合
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
消
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本
庁
各
課(

財
政
課
、
法
務
・
情
報
公
開
課
、

行
政
改
革
課
、
職
員
厚
生
課
、
税
務
課
、
管
財

課
、
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
、
市
町
村
課
、
情
報

企
画
課
、
研
究
開
発
課
、
国
際
課
、
統
計
課
、

国
体
準
備
事
務
局
、
廃
棄
物
対
策
課
、
不
法
投

棄
監
視
課
、
地
球
環
境
課
、
男
女
参
画
青
少
年

課
、
人
づ
く
り
文
化
課
、
人
権
施
策
推
進
課
、

医
療
整
備
課
、
保
健
医
療
課
、
生
活
衛
生
課
、

薬
務
水
道
課
、
高
齢
福
祉
課
、
障
害
福
祉
課
、

子
ど
も
家
庭
課
、
国
民
健
康
保
険
課
、
ぎ
ふ
ブ

ラ
ン
ド
振
興
課
、
商
業
流
通
課
、
企
業
誘
致
課
、

本
庁
各
課(

財
政
課
、
法

行
政
改
革
課
、
職
員
厚
生

課
、
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー

企
画
課
、
研
究
開
発
課
、

国
体
準
備
事
務
局
、
廃
棄

棄
監
視
課
、
地
球
環
境
課

課
、
人
づ
く
り
文
化
課
、

医
療
整
備
課
、
保
健
医
療

薬
務
水
道
課
、
高
齢
福
祉

耗
品
を
送
付
す
る
と
き
に
は
管
理
換
物
品
送
付
書(

第
三
十
二
号
様
式)

を
添
え
る
も
の
と
し
、
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
消
耗
品
を
受
領
す
る
と
き
に
は
管
理
換
物
品
受
領
書(

第
三
十
三
号
様
式)

に
よ
り
当
該
特
定
消
耗
品
の
受
領
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
八
条
第
三
項
中｢

貸
し
付
け
た｣

を｢

貸
し
付
け
る｣

に
、｢

寄
託
し
た｣

を｢

寄
託
す
る｣

に
、｢

貸
付
品
・
寄
託
品
整
理
簿(

第
三
十
五
号
様
式
の
二)

に
所
定
の
事
項
を
記
載｣

を｢

物
品
登

録
内
容
変
更
書
に
よ
り
当
該
貸
付
け
又
は
寄
託
に
係
る
事
項
を
記
録｣

に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中｢

物
品
処
分
等
調
書
に
よ
り｣

を
削
る
。

第
百
二
条
中｢

か
か
る｣
を｢
係
る｣

に
改
め
る
。

第
百
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中｢

行
な
う｣

を｢

行
う｣

に
改
め
る
。

第
百
四
十
七
条
中｢

行
な
つ
た｣

を｢
行
つ
た｣

に
改
め
る
。

第
百
四
十
九
条
第
五
項
中｢

か
か
る｣
を｢
係
る｣

に
改
め
る
。

｢

第
七
章

帳
簿｣

を｢

第
七
章

帳
簿
等｣
に
改
め
る
。

第
百
六
十
二
条
の
見
出
し
中｢

帳
簿｣

を｢

帳
簿
等｣
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

各
号
に
掲
げ
る

帳
簿｣

を｢

各
号
に
掲
げ
る
帳
簿
等｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

一
時
借
入
金
の
整
理
状
況
を
示
し
た
帳
票

第
百
六
十
四
条(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

帳
簿｣

を｢

帳
簿
等｣
に
改
め
る
。

第
二
百
五
条
の
見
出
し
を｢(

会
計
管
理
者
及
び
出
納
員
の
事
務
の
引
継
ぎ)｣

に
改
め
、
同
条
第
一

項
中｢

出
納
員｣

を｢

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員｣

に
改
め
、｢

事
務
を｣
の
下
に｢

、
会
計
管
理
者

に
あ
つ
て
は
出
納
事
務
局
長(

出
納
事
務
局
長
が
欠
け
て
い
る
と
き
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
を

引
き
継
ぐ
と
き
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
管
理
者
に
代
理
し
て
引
継
ぎ
を
行
う
と
き
は
、
出
納

管
理
課
総
括
管
理
監
の
職
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員)

の
、
出
納
員
に
あ
つ
て
は｣

を
加
え
、｢
立
会｣

を

｢

立
会
い｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

本
庁
各
課｣

を｢

会
計
管
理
者
に
あ
つ
て
は
出
納
事
務
局
長

(

出
納
事
務
局
長
が
欠
け
て
い
る
と
き
は
出
納
管
理
課
長
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)

に
、
出
納
員
に
あ

つ
て
は
本
庁
各
課｣

に
、｢

引
継｣

を｢

引
継
ぎ｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

出
納
員｣

を｢

会
計

管
理
者
又
は
出
納
員｣

に
、｢

み
ず
か
ら｣

を｢

自
ら｣

に
、｢

本
庁
各
課｣

を｢

会
計
管
理
者
に
あ
つ

て
は
出
納
事
務
局
長
が
代
理
し
て
引
継
ぎ
を
行
い
、
出
納
員
に
あ
つ
て
は
本
庁
各
課｣

に
、｢

、
直
ち

に｣

を｢

直
ち
に｣

に
、｢

立
会
わ
せ
る｣

を｢

立
ち
会
わ
せ
る｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

引
継

を｣

を｢

引
継
ぎ
を｣

に
、｢

現
金｣

を｢

、
現
金｣

に
、｢

、
そ
の
他
の｣

を｢

そ
の
他
の｣

に
、

｢

帳
簿
は｣

を｢

、
帳
簿
は｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中｢

事
務
引
継｣

を｢

事
務
の
引
継
ぎ｣

に
改

め
る
。

第
二
百
九
条
を
第
二
百
十
一
条
と
し
、
第
二
百
八
条
を
第
二
百
十
条
と
し
、
第
二
百
七
条
の
次
に
次

の
二
条
を
加
え
る
。

(

電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成)

第
二
百
八
条

こ
の
規
則
の
規
定
又
は
こ
の
規
則
に
基
づ
き
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成

し
、
備
え
付
け
又
は
保
存
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
等(

書
類
、
計
算
書
そ
の
他
文
字
、
図
形

等
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。

次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。)

の
う
ち
、
知
事
が
別
に
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
利
用
し

て
行
う
業
務
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記

録
の
作
成
又
は
保
存
を
も
つ
て
、
当
該
書
類
等
の
作
成
、
備
付
け
又
は
保
存
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
電
磁
的
記
録
は
、
当
該
書
類
等
と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
等
の
作
成
、
備
付
け
又
は
保
存
に
代
え
て
当
該
書
類
等
に
係
る
電
磁
的

記
録
の
作
成
又
は
保
存
を
行
う
と
き
は
、
当
該
書
類
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
知
事
が
別
に
定
め
る

電
子
情
報
処
理
組
織
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
理)

第
二
百
九
条

こ
の
規
則
の
規
定
又
は
こ
の
規
則
に
基
づ
き
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
書
類

等
の
提
出
若
し
く
は
送
付
又
は
書
類
等
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
等
が
前
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
書
類
等
と
み
な
さ
れ
る
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
知
事
が
別
に
定

め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
等
の
提
出
若
し
く
は
送
付
又
は
書
類
等
に
よ
る
通
知
が
知
事
が
別
に
定

め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
書
類
等
の
提
出
若

し
く
は
送
付
又
は
当
該
書
類
等
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
べ
き
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
提
出
若
し
く
は
送
付
又
は
通
知
を
受
け
る
べ
き
者

に
当
該
書
類
等
又
は
通
知
が
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

｢

｢

別
表
二
中

を

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



務
・
情
報
公
開
課
、

課
、
税
務
課
、
管
財

、
市
町
村
課
、
情
報

国
際
課
、
統
計
課
、

物
対
策
課
、
不
法
投

、
男
女
参
画
青
少
年

人
権
施
策
推
進
課
、

課
、
生
活
衛
生
課
、

課
、
障
害
福
祉
課
、

康
保
険
課
、
ぎ
ふ
ブ

通
課
、
企
業
誘
致
課
、

課
、
観
光
交
流
課
、

通
課
、
森
林
整
備
課

情
報
産
業
課
、
中
小
企
業
課
、
観
光
交
流
課
、

労
働
雇
用
課
、
農
業
振
興
課
、
検
査
監
督
課
、

農
業
技
術
課
、
農
産
園
芸
課
、
畜
産
課
、
水
産

課
、
農
地
計
画
課
、
農
地
整
備
課
、
県
産
材
流

通
課
、
森
林
整
備
課
、
治
山
課
及
び
全
国
植
樹

祭
推
進
事
務
局
を
除
く
。)

県
産
材
流
通
課

森
林
整
備
課

治
山
課

県
産
材
流
通
課

森
林
整
備
課

治
山
課

全
国
植
樹
祭
推
進
事
務
局

農
業
振
興
課

検
査
監
督
課

農
業
技
術
課

農
産
園
芸
課

畜
産
課

水
産
課

農
地
計
画
課

農
地
整
備
課

林
政
課
の
出
納
員

子
ど
も
家
庭
課
、
国
民
健

ラ
ン
ド
振
興
課
、
商
業
流

情
報
産
業
課
、
中
小
企
業

労
働
雇
用
課
、
県
産
材
流

及
び
治
山
課
を
除
く
。)

林
政
課
の
出
納
員

農
政
課
の
出
納
員

｣

｢
に
、

｣

｢を

に
改

｣

｣

め
る
。

様
式
目
次
中｢

第
三
号
様
式
の
二｣

を｢

第
三
号
様
式
の
二
甲
・

乙
・
丙

｣

に
、｢

第
十
一
号
様
式｣

を｢

第

十
一
号
様
式
甲
・
乙｣

に
、｢

第
十
一
号
様
式
の
三

不
納
欠
損
整
理
決
議
書
兼
通
知
書

第
三
十
六

条｣

を｢

第
十
一
号
様
式
の
三
甲

不
納
欠
損
整
理
決
議
書

第
三
十
六
条

・
乙

不
納
欠
損
整
理
通
知
書

第
三
十
六
条｣

に
、｢

第
十
四
号
様
式｣

を｢

第
十
四
号
様
式
甲
・
乙｣

に
、｢

第
十
八
号
様
式
の
二｣

を｢

第
十
八
号
様
式
の
二
甲

・
乙

｣

に
、｢

第

二
十
号
様
式｣

を｢

第
二
十
号
様
式
甲
・
乙｣

に
、｢

第
二
十
三
号
様
式
か
ら
第
二
十
六
号
様
式
ま
で

第
二
十
七
号
様
式

物
品
取
得
請
求
書

削
除

第
八
十
四
条｣

を｢

第
二
十
三
号
様
式
か
ら
第
二
十
七
号
様
式
ま
で

削
除｣

に
、｢

物
品

供
用
等
変
更
調
書｣

を｢

物
品
登
録
内
容
変
更
書｣

に
、｢

物
品
品
目
別
一
覧
表｣

を｢

物
品
一
覧
表｣

に
、 ｢

第
三
十
号
様
式

物
品
供
用
者
台
帳

第
九
十
条

第
三
十
号
様
式
の
二

物
品
供
用
別
一
覧
表

第
九
十
条

第
三
十
一
号
様
式

物
品
供
用
等
確
認
書

第
九
十
条｣

を｢

第
三
十
号
様
式
及
び
第
三
十

一
号
様
式

削
除｣

に
、｢

第
三
十
五
号
様
式

備
品
整
理
票

第
九
十
六
条

第
三
十
五
号
様
式
の
二

貸
付
品
・
寄
託
品
整
理
簿

第
九
十
八
条｣

を

｢

第
三
十
五
号
様
式

備
品
整
理
票

第
九
十
六
条｣

に
、｢

第
三
十
九
号
様
式｣

を｢

第
三
十
九
号
様
式
甲
・

乙
・
丙

｣

に
、｢

第
四
十
号
様
式｣

を｢

第
四
十
号
様
式

甲
・
乙

・
丙
・
丁
・
戊

｣

に
、｢

第第

百
四
十
三
条

百
四
十
九
条｣

を｢

第
百
四
十
三
条｣

に
、 ｢

第
四
十
五
号
様
式
か
ら
第
四
十
八
号
様
式
ま
で

削
除

第
四
十
九
号
様
式

一
時
借
入
金
整
理
簿

第
五
十
号
様
式

削
除

第
五
十
一
号
様
式

削
除

第
百
六
十
二
条｣
を｢

第
四
十
五
号
様
式
か
ら
第
五
十
一
号
様
式
ま
で

削
除｣

に
、｢

第
六
十
八

第
六
十
九

号
様
式

削
除

号
様
式

削
除｣

を｢
第
六
十
八
号
様
式
及
び
第
六
十
九
号
様
式

削
除｣

に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年４月１日 ( )４



第２号様式 (第18条､ 第25条関係)

調定決議書兼収入金調書

執 行 機 関 調定決議番号

取 扱 機 関

本書のとおり調定してよろしいか｡
本書のとおり収入してください｡ 年 月 日

調 定 年 月 日

納 入 通 知 書

納 期 限

年 月 日

発付 年 月 日

年 月 日

年 度

会 計

款

項

目

節

事 業

細事業

主管課

年度

納

入

者

調 定 額 内訳件数 件

納付理由

摘 要

第
二
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



第
３
号
様
式
(第
21条
関
係
)

(新
)

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年４月１日 ( )６



第３号様式の２甲 (第21条関係)

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



第３号様式の２乙 (第21条関係)

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年４月１日 ( )８



第３号様式の２丙 (第21条関係)

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９



第
４
号
様
式
(第
21条
関
係
)

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年４月１日 ( )10



第
八
号
様
式
中｢第

８
号
様
式
｣

を｢第
８
号
様
式
(第
27条

関
係
)
｣

に
、｢岐

阜
県
出
納
長
｣

を｢岐
阜
県
会
計
管
理
者
｣

に
改
め
る
。

第
十
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �11



第
10号
様
式
(第
31条
関
係
)

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年４月１日 ( )12



第11号様式甲 (第33条関係)

郵 便 は が き

[住 所]

[氏 名] 様

督 促 状 第 号

年 度

金 額

納 付 目 的

指定納期限 年 月 日

上記の金額は､ 納期限 ( 年 月 日) までに完納されておりませんので､
至急納入してください｡ なお､ 納入されるときは納入通知書に記載したと
ころにより計算した延滞金を納入してください｡

１ この処分に不服があるときは､ この通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に､ 岐阜県知事に
対して審査請求をすることができます｡
２ この処分の取消しの訴えは､ 上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することがで
きません｡ この場合において､ 上記１の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して
６か月以内に訴えを提起しなければなりません｡ ただし､ 次のイからハまでのいずれかに該当すると
きは､ 審査請求に対する裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起することができます｡
イ 審査請求があつた日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき
ロ 処分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
ハ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
３ 上記２の訴訟において､ 被告とすべき者は岐阜県で､ 岐阜県を代表する者は岐阜県知事です｡

年 月 日
収支等命令者 氏 名 印□

(取扱機関 )

備考 この様式は､ 公法上の債権に関する歳入について使用すること｡

用紙規格 はがき大

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �13



第11号様式乙 (第33条関係)

郵 便 は が き

[住 所]

[氏 名] 様

督 促 状 第 号

年 度

金 額

納 付 目 的

指定納期限 年 月 日

上記の金額は､ 納期限 ( 年 月 日) までに完納されておりませんので､
至急納入してください｡
なお､ 別に契約等で違約金､ 遅延利息が定めてあるときは､ その率又は額

により計算した金額を納入してください｡

年 月 日
収支等命令者 氏 名 印□

(取扱機関 )

備考 この様式は､ 私法上の債権に関する歳入について使用すること｡

用紙規格 はがき大

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年４月１日 ( )14



第11号様式の２ (第35条関係)

戻 出 金 調 書

執 行 機 関 戻出命令番号

取 扱 機 関

本書のとおり戻出してください｡
年 月 日

戻出命令年月日

審査確認年月日

支払 (予定) 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 度

会 計

款

項

目

節

事 業

細事業

主管課

年度

受
取
人

支
払
方
法

調定決議番号

戻 出 命 令 額 内訳件数 件

支払内容

摘 要

第
十
一
号
様
式
の
二(

備
考
以
外
の
部
分
に
限
る
。)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �15



第
十
一
号
様
式
の
二
備
考
第
一
号
及
び
第
三
号
中｢出

納
長
｣

を｢会
計
管
理
者
｣

に
改
め
、
同
様

式
備
考
第
四
号
を
削
る
。

第
十
一
号
様
式
の
三
及
び
第
十
一
号
様
式
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年４月１日 ( )16



第11号様式の３甲 (第36条関係)

不納欠損整理決議書

執 行 機 関 不納欠損整理番号

取 扱 機 関 調 定 決 議 番 号

本書のとおり不納欠損整理してよろしいか｡
年 月 日

整理決定年月日

調 定 年 度

調 定 年 月 日

納 期 限

年 月 日

年度

年 月 日

年 月 日

年 度

会 計

款

項

目

節

事 業

細事業

主管課

年度

納

入

者

不納欠損整理額 内訳件数 件

整理理由

摘 要

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �17



第11号様式の３乙 (第36条関係)

不納欠損整理通知書

執 行 機 関 不納欠損整理番号

取 扱 機 関 調 定 決 議 番 号

本書のとおり不納欠損整理したので通知します｡
年 月 日

整理決定年月日

調 定 年 度

調 定 年 月 日

納 期 限

年 月 日

年度

年 月 日

年 月 日

年 度

会 計

款

項

目

節

事 業

細事業

主管課

年度

納

入

者

不納欠損整理額 内訳件数 件

整理理由

摘 要

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年４月１日 ( )18



第11号様式の４ (第37条関係)

収 入 未 済 額 繰 越 決 議 書 兼 通 知 書

執 行 機 関 調 定 決 議 番 号

取 扱 機 関

本書のとおり繰り越ししてよろしいか｡
本書のとおり繰り越ししてください｡ 年 月 日

繰 越 年 月 日

決 議 年 度

決 議 年 月 日

納 期 限

年 月 日

年度

年 月 日

年 月 日

年 度

会 計

款

項

目

節

事 業

細事業

主管課

年度

納

入

者

収入未済繰越額 内訳件数 件

摘 要

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �19



第
十
一
号
様
式
の
五
中｢知

事
(徴
収
事
務
委
任
者
)
様

｢知
事
(徴
収
事
務
委
任
者
)

出
納
長
(出

納
員
)
様
｣

を

会
計
管
理
者
(出

納
員
)

様様
｣

に
改
め
る
。

第
十
二
号
様
式(
備
考
以
外
の
部
分
に
限
る
。)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年４月１日 ( )20



第12号様式 (第38条関係)

支 出 金 調 書

執 行 機 関 支 出 命 令 番 号

取 扱 機 関

本書のとおり支出してください｡
年 月 日

支出負担行為整理日
請 求 書 受 理 日
支 出 命 令 年 月 日
審 査 確 認 年 月 日
支払 (予定 ) 日

年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日

執 行 区 分
支 払 区 分

年 度

会 計

款

項

目

事 業

細事業

細々事業

節

細 節

年度

受
取
人

支
払
方
法

受 取 人 内 訳 件 数 件 科 目 内 訳 件 数 件

支 出 命 令 額 執 行 残 額
円

控 除 額
支 給 額 資金残高 (小口) 円

支払内容

摘 要

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �21



第
十
二
号
様
式
備
考
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１
１
回
の
支
出
命
令
で
そ
の
支
出
金
額
が
４
千
万
円
以
上
の
支
出
の
場
合
に
は
､
｢資
金
残
高
(小

口
)
円
｣
は
｢資
金
枠
番
号
｣
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
｡

第
十
二
号
様
式
備
考
第
二
号
及
び
第
三
号
中｢出

納
長
｣

を｢会
計
管
理
者
｣

に
改
め
る
。

第
十
三
号
様
式
中｢岐

阜
県
出
納
長
｣

を｢岐
阜
県
会
計
管
理
者
｣

に
改
め
る
。

第
十
四
号
様
式
甲
中｢５

千
円
｣

を｢５
千
円

２
千
円
｣

に
、｢岐

阜
県
出
納
長
｣

を｢岐
阜
県
会
計
管
理

者
｣

に
改
め
る
。

第
十
四
号
様
式
乙
中｢預

金
種
別
｣

を｢預
金
種
目
｣

に
、｢５

千
円
｣

を｢５
千
円

２
千
円
｣

に
改
め
る
。

第
十
四
号
様
式
の
二(

備
考
以
外
の
部
分
に
限
る
。)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
14号
様
式
の
２
(第
43条
関
係
)

歳
入
歳
出
外
現
金

特
別

会
計

一
般

会
計

税税
外

総
合

計

会
計

名

様
支
払
日

年
月

日

岐
阜
県
会
計
管
理
者

印

歳
出
(円
)

年
度

支
払

明
細

書
(会
計
別
)

歳
入
(戻

出
)
(円
)
合

計
額
(円
) 作
成
日

年
月

日
ペ
ー
ジ

備
考

第
十
四
号
様
式
の
三(

備
考
以
外
の
部
分
に
限
る
。)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �23



第
14号
様
式
の
３
(第
43条
関
係
)

合
計

個
別
シ
ス
テ
ム

計

口
座

振
替

[
出
納
員
口
座
]

(
う
ち
隔
地
払
)

(う
ち
自
動
口
座
振
替
)

[
そ

の
他

]
支

払
証

本
庁
納
付
書
払

隔
地

払

支
払

方
法

様

年
度

件
数
(件
)

支
払
方
法
別
明
細
書
(

)

金
額
(円
)

備
考

作
成
日

年
月

日
ペ
ー
ジ

支
払
日

年
月

日

第
十
五
号
様
式(

備
考
以
外
の
部
分
に
限
る
。)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年４月１日 ( )24



第
15号
様
式
(第
43条
の
２
関
係
)

執
行
機
関
名

執
行
機
関
－
年
度
－
支
出
命
令
番
号

コ
ー
ド

様
振
替
日

年
月

日

岐
阜
県
会
計
管
理
者

印

年
度

住
所

受
取

人

金
額

氏
名

表

氏
名

送
金
額
(円
)

控
除
額
(円
)
総
支
給
額
(円
)

作
成
日

年
月

日
ペ
ー
ジ

支
払
場
所

統
括
店
出
納
印 備
考

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �25



上
記
の
と
お
り
振
替
の
手
続
き
を
し
ま
し
た
｡

郵
便
は
が
き

様

〒
500―

8570
岐
阜
市
薮
田
南
2―
1―
1

岐
阜
県
会
計
管
理
者
(出
納
員
)

(取
扱
機
関
名
)

年
月

日

口
座
振
替
案
内
書

債
権
者
コ
ー
ド

支
払
コ
ー
ド

支
払
内
容

振
込
銀
行

金
額

口
座

振
込

先

第
十
五
号
様
式
の
二
中｢岐

阜
県
出
納
長
｣

を｢岐
阜
県
会
計
管
理
者
｣

に
改
め
る
。

第
十
五
号
様
式
の
三
か
ら
第
十
八
号
様
式
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
15号
様
式
の
３
(第
44条
関
係
)

用
紙
規
格
は
が
き
大

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年４月１日 ( )26



第16号様式 (第45条関係)

前 渡 金 調 書

執 行 機 関 前渡金調書番号

取 扱 機 関 事前決裁番号

件 名

金 額

内
訳
金
額(

円)

今 回 所 要 額

現 在 残 額

差 引 請 求 額

備

考

現在残額の内訳
前月からの繰越額
本月中の受入額
本月中の回収額

摘
要

上記のとおり請求します｡
年 月 日

請求者 資金前渡職員

印

備考 紙により作成する場合については､ 資金前渡職員の記名押印が必要であること｡

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �27



第17号様式 (第48条関係)

支 払 精 算 調 書 ( 年 月分)

執 行 機 関 精 算 番 号

取 扱 機 関

本書のとおり精算してよろしいか｡
年 月 日

精 算 年 月 日 年 月 日
執 行 区 分
支 払 区 分 資 金 前 渡

受

取

人

年 度

会 計

款

項

目

事 業

細事業

細々事業

節

細 節

年度

資
金
前
渡
職
員

下記のとおり精算します｡
年 月 日

印

元
受
額
①

前月からの繰越額 科 目 内 訳 件 数 件

本 月 中 の 受 入 額 事前決裁番号

支
払
精
算
額

本月中の支払額②

本月中の回収額③

本 月 中 の 戻 入 額 ④

残額①－(②－③)－④

摘 要

備考 紙により作成する場合については､ 資金前渡職員の記名押印が必要であること｡

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年４月１日 ( )28



第18号様式 (第48条関係)

精 算 調 書

執 行 機 関 精 算 番 号

取 扱 機 関

本書のとおり精算してよろしいか｡
年 月 日

精 算 年 月 日 年 月 日
執 行 区 分
支 払 区 分 資 金 前 渡

受

取

人

年 度

会 計

款

項

目

事 業

細事業

細々事業

節

細 節

年度

資
金
前
渡
職
員

別紙関係書類を添えて精算します｡

年 月 日

印

精 算 額 科 目 内 訳 件 数 件

受 領 済 額

戻 入 済 額

精 算 残 額

事前決裁番号

摘 要

備考 紙により作成する場合については､ 資金前渡職員の記名押印が必要であること｡

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �29



第
18号
様
式
の
２
甲
(第
48条
関
係
)

備
考
資
金
前
渡
に
係
る
事
前
決
裁
ご
と
に
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
｡

年
月
日

件
名

事
前
決
裁
番
号

年
度

資
金

前
渡

等
記

録
簿

前
渡
額
円

支
出
命
令
番
号

精
算
額
円

精
算
番
号

資
金
前
渡
職
員

執
行
機
関戻
入
額
円

戻
入
番
号

収
入
済
額円

収
納

日
残

額

円

年
月

日
作
成

出
納
員

控
除
額円

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年４月１日 ( )30



係
長 課

名

第
18号
様
式
の
２
乙
(第
48条
関
係
)

備
考
１
紙
に
よ
り
資
金
前
渡
等
記
録
簿
を
作
成
す
る
必
要
の
あ
る
場
合
は
､
こ
の
様
式
を
使
用
す
る
こ
と
｡

２
継
続
資
金
前
渡
の
場
合
に
あ
つ
て
は
､
資
金
前
渡
職
員
ご
と
に
口
座
を
設
け
て
記
録
す
る
こ
と
｡

３
支
出
事
務
の
委
託
を
し
た
場
合
に
は
､
本
簿
に
口
座
を
設
け
､
必
要
事
項
を
記
録
す
る
こ
と
｡

４
収
支
等
命
令
者
は
､
資
金
前
渡
職
員
に
支
払
わ
れ
た
前
渡
資
金
の
精
算
又
は
戻
入
が
完
了
し
た
こ
と
を
確
認
の
う
え
､
収
支
等
命
令
者
署
名
欄
に
署
名
す
る
こ
と
｡

５
本
庁
各
課
に
あ
つ
て
は
､
出
納
員
審
査
印
欄
は
､
出
納
管
理
課
出
納
員
が
押
印
す
る
こ
と
｡

６
こ
の
帳
簿
の
記
載
に
当
た
つ
て
は
､
別
に
示
す
記
載
例
を
参
照
す
る
こ
と
｡

機
関
名

資
金
前
渡
等

記
録
簿

年
度

口
座

名

係
員
主
任

年
月
日

出
納
長

会
計
管
理
者

副
出
納
長出
納
事
務
局
長 氏

名

課
長

出
納
事
務
局
出
納
管
理
課

課
長

出
納
事
務
局
出
納
管
理
課

課
長
補
佐
係
長

支
出
科
目

係
員
主
任主
任

課
長

部

課
長

部

前
回
精
算
残
高

前
渡
金
額

課
長
補
佐 今
回
前
渡
高

計

課
名

出
納
員
審
査
印
支
払
高

精
算

主
任

残
高

年
月
日

出
納
員
審
査
印
戻
入
額

戻
入

収
納
年
月
日

出
納
員
審
査
印

収
支
等

命
令
者

署
名
備

考

｢

第
十
八
号
様
式
の
三
中

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣

第
十
八
号
様
式
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �31



第18号様式の４ (第52条関係)

戻 入 金 調 書

執 行 機 関 戻 入 番 号

取 扱 機 関

本書のとおり戻入してください｡
年 月 日

戻 入 決 議 年 月 日

納 入 通 知 書

納 期 限

年 月 日

発付 年 月 日

年 月 日

執 行 区 分
支 払 区 分

年 度

会 計

款

項

目

事 業

細事業

細々事業

節

細 節

年度

納

入

者

納 入 者 内 訳 件 数 件 科 目 内 訳 件 数 件

戻 入 額 支 出 命 令 番 号
支 払 年 月 日 年 月 日

戻 入 理 由

摘 要
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第19号様式 (第67条関係)

公 金 振 替 支 出 金 調 書

執 行 機 関 支出命令番号

取 扱 機 関

本書のとおり振替支出してください｡
年 月 日

支出負担行為整理日

振 替 支 出 命 令 日

審 査 確 認 年 月 日

振 替 ( 予 定 ) 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

執 行 区 分

年 度

会 計

款

項

目

事 業

細事業

細々事業

節

細 節

年度

振

替

先

振 替 先 内 訳 件 数 件 科 目 内 訳 件 数 件

振 替 支 出 命 令 額 事前決裁未執行額
戻し処理額 円支払内容 別紙公金振替通知書のとおり

摘 要

第
十
九
号
様
式(

備
考
以
外
の
部
分
に
限
る
。)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
十
九
号
様
式
備
考
第
一
号
及
び
第
二
号
中｢出

納
長
｣

を｢会
計
管
理
者
｣

に
改
め
、
同
様
式
備

考
第
三
号
を
削
る
。

第
二
十
号
様
式
甲(

備
考
以
外
の
部
分
に
限
る
。)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第20号様式甲 (第68条関係)

更 正 調 書 ( 歳 入 )

執 行 機 関 更 正 番 号

取 扱 機 関

本書のとおり更正してください｡
年 月 日

調定決議番号 内訳番号
更 正 年 月 日 年 月 日

審査確認年月日 年 月 日

更 正 前 更 正 後

年 度

会 計

款

項

目

節

事 業

細事業

主管課

年度 年 度

会 計

款

項

目

節

事 業

細事業

主管課

年度

更 正 額 内 訳 件 数 件

摘 要

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �35



第
二
十
号
様
式
甲
備
考
第
一
号
を
削
り
、
同
様
式
備
考
第
二
号
中｢出

納
長
｣

を｢会
計
管
理
者
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
備
考
と
す
る
。

第
二
十
号
様
式
乙(

備
考
以
外
の
部
分
に
限
る
。)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第20号様式乙 (第68条関係)

更 正 調 書 ( 歳 出 )

執 行 機 関 更 正 番 号

取 扱 機 関

本書のとおり更正してください｡
年 月 日

支出命令番号
更 正 年 月 日 年 月 日

審査確認年月日 年 月 日

更 正 前 更 正 後

年 度
会 計
款
項
目
事 業
細事業
細々事業
節
細 節

年度 執行区分 年 度
会 計
款
項
目
事 業
細事業
細々事業
節
細 節

年度 執行区分

執行機関

更正前内訳件数 件 更正後内訳件数 件

更 正 額

摘 要
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第
二
十
号
様
式
乙
備
考
第
一
号
を
削
り
、
同
様
式
備
考
第
二
号
中｢出

納
長
｣

を｢会
計
管
理
者
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
備
考
と
す
る
。

第
二
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
21号
様
式
(第
69条
関
係
)

受
入
(Ａ
)

歳
入
(円
) 様

Ａ
－
Ｂ
－
Ｄ
＋
Ｃ
＝

戻
出
(Ｂ
)

年
度

歳
入
歳
出
外
現
金

特
別
会
計

一
般
会
計

税税
外

総
合

計

会
計

公
金
振
替
書
兼
振
替
済
通
知
書
(

)

振
替
日

年
月

日

岐
阜
県
会
計
管
理
者

印

戻
入
(C
)

歳
出
(円
)

作
成
日

年
月

日
ペ
ー
ジ

払
出
(D
)

振
替
済
印

第
二
十
三
号
様
式
か
ら
第
二
十
七
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
23号
様
式
か
ら
第
27号
様
式
ま
で
削
除

第
二
十
九
号
様
式
甲(

備
考
以
外
の
部
分
に
限
る
。)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �39



第29号様式甲 (第87条関係)

物 品 登 録 調 書

[ ]

執 行 機 関 整 理 番 号

取 扱 機 関 年 度 年度

本書のとおり登録してよろしいか｡
年 月 日

物品固有番号

品目コード

品 目 名

数 量

供 用 状 況

所 在 場 所

使 用 目 的

取得年月日

出 納 理 由

重要物品区分

品名・規格等

取得先コード

取 得 先

取 得 価 格
(単価)

補助金種別

年 月 日

備 考 １

備 考 ２

備 考 ３
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第
二
十
九
号
様
式
甲
備
考
第
一
号
中｢一

般
備
品
及
び
一
般
動
物
｣

を｢一
般
備
品
及
び
特
定
備
品

並
び
に
一
般
動
物
及
び
特
定
動
物
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
三
号
中｢余

白
｣

を｢備
考
欄
｣

に
改

め
、
同
様
式
を
第
二
十
九
号
様
式
と
し
、
第
二
十
九
号
様
式
乙
を
削
る
。

第
二
十
九
号
様
式
の
二
甲(

備
考
以
外
の
部
分
に
限
る
。)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第29号様式の２甲 (第87条関係)

物 品 処 分 等 調 書

[ ]

執 行 機 関 整 理 番 号

取 扱 機 関 年 度 年度

本書のとおり処分・分類換してよろしいか｡
年 月 日

処分等年月日

出 納 理 由

調定決議番号

売 却 等 先

売 却 価 格

不用決定の理由

年 月 日

円

物 品
固有番号

品 目
コード

品 目 名 品 名 ・ 規 格 等

供 用 状 況 数 量 取得価格 (円)
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第
二
十
九
号
様
式
の
二
甲
備
考
第
一
号
中｢一

般
備
品
及
び
一
般
動
物
｣

を｢一
般
備
品
及
び
特
定

備
品
並
び
に
一
般
動
物
及
び
特
定
動
物
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
二
号
中｢売

却
等
予
定
先
欄
｣

を

｢売
却
等
先
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
特
定
消
耗
品
の
処
分
を
す
る
場
合
に
は
､
こ
の
様
式
に
準
じ
て
作
成
す
る
こ
と
｡

第
二
十
九
号
様
式
の
二
甲
備
考
第
四
号
及
び
第
五
号
を
削
り
、
同
様
式
を
第
二
十
九
号
様
式
の
二
と

し
、
第
二
十
九
号
様
式
の
二
乙
を
削
る
。

第
二
十
九
号
様
式
の
三
甲
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
十
九
号
様
式
の
三
と
す
る
。
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第29号様式の３甲 (第87条関係)

物 品 登 録 内 容 変 更 書

[ ]

執 行 機 関 整 理 番 号

取 扱 機 関 年 度 年度

本書のとおり変更してよろしいか｡
年 月 日

変 更 年 月 日

物品固有番号

品 目 コ ー ド

品 目 名

年 月 日

変 更 理 由

【供用変更】

変 更 前 変 更 後 変 更 数 量

供用状況 (数量)

供用状況補足

所 在 場 所

使 用 目 的

【内容変更】

変 更 前 変 更 後

取 得 年 月 日

出 納 理 由

重要物品区分

品名・規格等

取得先コード

取 得 先

取 得 価 格

補 助 金 種 別

備 考 １

備 考 ２

備 考 ３

備考 この様式は､ 一般備品及び特定備品並びに一般動物及び特定動物の供用者変更等をする場合に使用する

こと｡
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第29号様式の４甲 (第87条関係)

物 品 管 理 換 調 書 (送 付)

[ ]

執 行 機 関 整 理 番 号

取 扱 機 関 年 度 年度

本書のとおり管理換してよろしいか｡
年 月 日

管理換先機関 管理換年月日 年 月 日

物品固有番号 品 目 名

品目コード 品名・規格等

供 用 状 況 数 量 取得価格 円

備 考 １

備 考 ２ 備 考３

備考 １ この様式は､ 一般備品及び特定備品並びに一般動物及び特定動物の管理換えをしようとする場合

に使用すること｡

２ 特定消耗品の管理換をする場合には､ この様式に準じて作成すること｡

第
二
十
九
号
様
式
の
三
乙
を
削
り
、
第
二
十
九
号
様
式
の
四
甲
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
第

二
十
九
号
様
式
の
四
と
す
る
。
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第29号様式の５甲 (第87条関係)

物 品 管 理 換 調 書 (受 領)

[ ]

執 行 機 関 整 理 番 号

取 扱 機 関 年 度 年度

本書のとおり受領します｡
年 月 日

管理換元機関 管理換年月日 年 月 日

物品固有番号 品 目 名

品目コード 品名・規格等

重要物品区分 数 量 取得価格 円

供 用 状 況 取得年月日 年 月 日

使 用 目 的 取 得 先

所 在 場 所 補助金種別

備 考 １

備 考 ２ 備 考 ３

第
二
十
九
号
様
式
の
四
乙
を
削
り
、
第
二
十
九
号
様
式
の
五
甲(

備
考
以
外
の
部
分
に
限
る
。)

を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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課
長

主
任

管
理
監
係
長
係
員
主
任

課
長

第
二
十
九
号
様
式
の
五
甲
備
考
第
一
号
中｢一

般
備
品
及
び
一
般
動
物
｣

を｢一
般
備
品
及
び
特
定

備
品
並
び
に
一
般
動
物
及
び
特
定
動
物
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
中
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
特
定
消
耗
品
の
管
理
換
を
す
る
場
合
に
は
､
こ
の
様
式
に
準
じ
て
作
成
す
る
こ
と
｡

第
二
十
九
号
様
式
の
五
甲
備
考
第
三
号
を
削
り
、
同
様
式
を
第
二
十
九
号
様
式
の
五
と
す
る
。

第
二
十
九
号
様
式
の
五
乙
を
削
る
。

｢
｢

第
二
十
九
号
様
式
の
六
中

を

｣

に
改
め
る
。

｣

第
二
十
九
号
様
式
の
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
29号
様
式
の
８
(第
88条
の
２
関
係
)

物
品

固
有
番
号

品
目
コ
ー
ド

執
行
機
関

物
品

一
覧

表

備
考

１
品
名
・
規
格
等

品
目

名

年
月

日
作
成

出
力
順
：

出
力
対
象
：

取
得
価
格
(円
)

現
在
数
量

取
得
年
月
日

異
動
年
月
日

備
考

２
所

在
場

所
供
用

状
況

備
考
３

使
用
目
的

備
考
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品
目

名

受
領

送
付

次
の
物
品
を
送
付
し
ま
す
｡

現
品
を
受
領
さ
れ
た
と
き
は
､
直
ち
に
受
領
書
を
送
付
し
て
く
だ
さ
い
｡年

月
日

執
行
機
関

機
関

年
度

年
度

整
理
番
号

取
得

価
格

円

第
三
十
号
様
式
か
ら
第
三
十
一
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
30号
様
式
及
び
第
31号
様
式
削
除

第
三
十
二
号
様
式
甲
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
第
三
十
二
号
様
式
と
す
る
。

第
32号
様
式
甲
(第
94条
関
係
)管
理
換
物
品
送
付
書

[特
定
消
耗
品
]

備
考
こ
の
様
式
は
､
特
定
消
耗
品
の
管
理
換
を
行
う
場
合
に
使
用
す
る
こ
と
｡
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品
目

名

送
付

受
領

次
の
物
品
を
受
領
し
ま
し
た
｡

年
月

日

機
関

年
度

年
度

整
理
番
号

機
関

年
度

年
度

整
理
番
号

取
得

価
格

円

第
三
十
二
号
様
式
乙
を
削
り
、
第
三
十
三
号
様
式
甲
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
第
三
十
三
号

様
式
と
す
る
。

第
33号
様
式
甲
(第
94条
関
係
)管
理
換
物
品
受
領
書

[特
定
消
耗
品
]

備
考
こ
の
様
式
は
､
特
定
消
耗
品
の
管
理
換
を
行
う
場
合
に
使
用
す
る
こ
と
｡
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備
品
整
理
票

備
入

岐
阜
県

品
目(

)

物
品
固
有
番
号

取
得
年
月
日

備
品
整
理
票

寄
付

岐
阜
県

品
目(

)

物
品
固
有
番
号

取
得
年
月
日

備
品
整
理
票

岐
阜
県

品
目(

)

物
品
固
有
番
号

取
得
年
月
日

第
三
十
三
号
様
式
乙
を
削
り
、
第
三
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
35号
様
式
(第
96条
関
係
)

〈
一
般
物
品
用
〉

〈
寄
付
備
品
用
〉

〈
借
入
備
品
用
〉

用
紙
規
格
縦
25.4m

m
横
53.3m

m

第
三
十
五
号
様
式
の
二
を
削
る
。

第
三
十
九
号
様
式
甲(
備
考
以
外
の
部
分
に
限
る
。)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第39号様式甲 (第122条関係)

検 査 調 書

執 行 機 関 検 査 調 書 番 号

取 扱 機 関 事 前 決 裁 番 号

件 名(品名)

契約内容 (品質､ 形状､ 寸法)

数 量

履行期限(履行期間)

検査対象期間

給付を完了した旨の通知を受
けた日

年 月 日

検 査 場 所

検 査 日 年 月 日

契約の相手方住所氏名

立会人
相 手

県 職 員

検 査 意 見

上記のとおり検査しました｡
年 月 日

検査者氏名
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係
長

長 係
長

係
員

係
員

主
任

主
任 課
長課

長

主
任

主
任

課
長
補
佐課
長課

長

管
理
監

係
長

係
長

係
員

係
員

主
任

主
任

課
長

主
任

課
長

主
任

課
長

管
理
監

課
長
補
佐課

第
三
十
九
号
様
式
甲
備
考
第
二
号
中｢検

査
者
の
氏
名
欄
は
､
署
名
｣

を｢紙
に
よ
り
作
成
す
る
場

合
は
､
検
査
者
氏
名
の
欄
は
署
名
｣

に
改
め
る
。

｢

第
四
十
一
号
様
式
中

｢を
｣

に
改
め
る
。

｣

第
四
十
一
号
様
式
の
三
中｢出

納
長
｣

を｢会
計
管
理
者
｣

に
改
め
る
。

｢

第
四
十
二
号
様
式
中｢岐

阜
県
出
納
長
｣

を｢岐
阜
県
会
計
管
理
者
｣

に
、

｢を
｣

｣

に
改
め
る
。

第
四
十
三
号
様
式(

備
考
以
外
の
部
分
に
限
る
。)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
43号
様
式
(第
162条

関
係
)

歳
入
歳
出
外
現
金

特
別
会
計

一
般
会
計

総
計

会
計

名

年
度

出
納
主
計
簿

円

予
算
額

円

県
A 収

入
額

円

統
轄
店C

円

不
突
合
額

A－
C

円

県
B

支
出
済
額

円

統
轄
店D

円

不
突
合
額

B
－
D

円

県
歳
計
残
額

A－
B
=E

差
引
残
額

年
月

円

統
轄
店
現
在
額

C
－
D
=F

円

残
額

E－
F

第
四
十
五
号
様
式
か
ら
第
五
十
一
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
45号
様
式
か
ら
第
51号
様
式
ま
で
削
除

第
五
十
三
号
様
式
か
ら
第
五
十
五
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
53号
様
式
(第
162条

関
係
)

備
考

紙
に
よ
り
供
覧
を
行
う
場
合
は
､
表
右
上
の
決
裁
欄
に
押
印
を
行
う
こ
と
｡

区分

科
目

執
行
機
関

年
度

年
月

歳
入
歳
出
外
現
金
個
別
表

細区分
細
区
分
名
称

受
払

年
月
日
受
入 収
支
等
決
議
番
号

払
出
更
正

内訳番号

業務区分

摘
要

受
入
額

円

作
成

年
月

日
ペ
ー
ジ

払
出
額

円

残
額

円
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第
54号
様
式
(第
162条

関
係
)

備
考

紙
に
よ
り
供
覧
を
行
う
場
合
は
､
表
右
上
の
決
裁
欄
に
押
印
を
行
う
こ
と
｡

款 執
行
機
関

年
度

年
月
分

税
外
収
入
個
別
表

項
目
節

事業

細事業
課 管 主 理 経

ド ー コ
決
議
等

番
号

内
訳
番
号
業
務
区
分
決
議
等

年
月
日

債
務

者
(納

付
理
由
)

合
計

調
定
額円

収
入
済
額円

不
納
欠
損
額円

作
成

年
月

日
ペ
ー
ジ

収
入
未
済
額円
収
納
日
納
期
限
督
促
状

発
行
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第
55号
様
式
(第
162条

関
係
)

備
考

紙
に
よ
り
供
覧
を
行
う
場
合
は
､
表
右
上
の
決
裁
欄
に
押
印
を
行
う
こ
と
｡

款 執
行
機
関

年
度

年
月
分

支
出

個
別

表

項
目

事業

細事業

細々事業

節

細節

決
議
等

番
号
内
訳
番
号
業
務
区
分
決
議
等

年
月
日

債
権

者
(支

払
内
容
)

合
計

配
当
令
達
等

残
額

Ａ
円

事
前
決
裁
額

Ｂ
円

支
出
負
担

行
為
額

Ｃ
円

作
成

年
月

日
ペ
ー
ジ

支
出
命
令
額円

支
出
済
額円

Ａ
－
Ｂ円

残
額

Ａ
－
Ｃ円
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第
六
十
四
号
様
式
中

｢

｣

を
｢

に
、｢１

片
縦
182m

m
横
89m
m
｣

｣
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岐
阜
県

会
計
管
理
者

支
払
証
専
用

岐
阜
県

出
納
長

支
払
証
専
用

う
ち
M
PN
収
納
分

納
入
通
知
書
(納
付
書
)

(Ａ
)

納
入
通
知
書
(納
付
書
)

(Ａ
)

を｢１
片
縦
114.3m

m
横
125m

m
｣

に
改
め
る
。

第
六
十
六
号
様
式
の
二
中｢経

営
管
理
部
税
務
課
｣

を｢総
務
部
税
務
課
｣

に
改
め
る
。

第
六
十
七
号
様
式
中｢経

営
管
理
部
税
務
課
｣

を｢総
務
部
税
務
課
｣

に
、｢岐

阜
県
出
納
長
｣

を

｢岐
阜
県
会
計
管
理
者
｣

に
改
め
る
。

第
六
十
七
号
様
式
の
二
中｢岐

阜
県
出
納
長
｣

を｢岐
阜
県
会
計
管
理
者
｣

に
改
め
る
。

第
六
十
八
号
様
式
及
び
第
六
十
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
68号
様
式
及
び
第
69号
様
式
削
除

第
七
十
号
様
式
中｢表

面
に
記
載
す
る
県
の
機
関
に
属
す
る
出
納
長
(出
納
員
)
が
地
方
自
治
法
施

行
令
第
165条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
｣

を｢地
方
自
治
法
施
行
令
第
165条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
会

計
管
理
者
又
は
表
面
に
記
載
す
る
県
の
機
関
に
属
す
る
出
納
員
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
一
号
中

｢出
納
長
｣

を｢会
計
管
理
者
｣

に
改
め
る
。

第
七
十
一
号
様
式
中｢岐

阜
県
出
納
長
｣

を｢岐
阜
県
会
計
管
理
者
｣

に
改
め
る
。

｢

第
七
十
二
号
様
式
中

｣
｢を

に
改
め
る
。

｣

第
八
十
四
号
様
式
及
び
第
八
十
六
号
様
式
中｢岐
阜
県
出
納
長
｣

を｢岐
阜
県
会
計
管
理
者
｣

に
改

め
る
。

第
八
十
七
号
様
式
中｢経

営
管
理
部
税
務
課
｣

を｢総
務
部
税
務
課
｣

に
改
め
る
。

第
八
十
八
号
様
式
中｢岐

阜
県
出
納
長
｣

を｢岐
阜
県
会
計
管
理
者
｣

に
改
め
る
。

第
九
十
二
号
様
式
中｢岐

阜
県
出
納
長
又
は
出
納
員
｣

を｢岐
阜
県
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
｣

に
、

｢岐
阜
県
出
納
長
及
び
出
納
員
｣

を｢岐
阜
県
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第

二
号
中｢出

納
長
｣

を｢会
計
管
理
者
｣

に
改
め
る
。

第
九
十
三
号
様
式
及
び
第
九
十
四
号
様
式
中｢岐

阜
県
出
納
長
｣

を｢岐
阜
県
会
計
管
理
者
｣

に
改

め
る
。

第
百
二
号
様
式
中｢職

氏
名
｣

を｢所
属
名

氏
名
｣

に
、｢昭

和
年

月
日
｣

を｢
年

月
日
｣

に
改
め
る
。

第
百
六
号
様
式
備
考
第
一
号
中｢出

納
長
｣

を｢会
計
管
理
者
｣

に
改
め
る
。

第
百
七
号
様
式
中｢
(出
納
長
)

｢(会
計
管
理
者
)

｢

会
出
岐

計
岐

納
阜

を

管
阜

に
、

を

長
県

理
県

者
｣

｣
｣

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
十
七
条
第
二
項
、
第
八
十
八
条
の
二

第
一
項
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十
条
、
第
九
十
二
条
の
三
、
第
九
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、

第
九
十
八
条
第
三
項
、
第
二
十
九
号
様
式
か
ら
第
二
十
九
号
様
式
の
五
ま
で
、
第
二
十
九
号
様
式
の

八
、
第
三
十
五
号
様
式
及
び
第
三
十
五
号
様
式
の
二
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
九
年
六
月
四
日
か
ら

施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

こ
の
規
則(｢

出
納
長｣

を｢

会
計
管
理
者｣

に
改
め
る
部
分
並
び
に
第
四
条
、
第
五
条
及
び
第

二
百
五
条
の
改
正
規
定
を
除
く
。)

に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
会
計
規
則
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年

度
予
算
の
執
行
に
係
る
会
計
事
務
か
ら
適
用
し
、
平
成
十
八
年
度
予
算
の
執
行
に
係
る
会
計
事
務
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐

阜
県
会
計
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
会
計
規
則
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

岐
阜
県
用
度
事
業
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐
阜
県
規
則
第
五
十
号

岐
阜
県
用
度
事
業
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
用
度
事
業
事
務
取
扱
規
則(

昭
和
三
十
四
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中｢(
以
下｢

本
庁
各
課｣

と
い
う
。)

の
長｣

を｢

及
び
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る

地
方
機
関
の
長(

以
下｢
本
庁
各
課
及
び
地
方
機
関
の
長｣

と
い
う
。)｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

本
庁
各
課
の
長(

以
下｢

本
庁
各
課
長｣

と
い
う
。)｣

を｢

本
庁
各
課
及
び
地

方
機
関
の
長｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中｢
本
庁
各
課
長｣

を｢

本
庁
各
課
及
び
地
方
機
関
の
長｣

に
改
め
る
。

第
六
条
中｢

本
庁
各
課
長｣

を｢

本
庁
各
課
の
長｣

に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中｢
吏
員｣

を｢

職
員｣

に
改
め
、
同
条
第
六
号
を
削
り
、

同
条
第
七
号
中｢

吏
員｣

を｢

職
員｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
す
る
。

第
八
条
中
第
一
項
を
削
り
、
第
二
項
を
第
一
項
と
し
、
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中｢

第
二
項｣

を｢

前
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
九
条
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中｢

別
記
第
七
号
様
式｣
を｢

別
記
第
六
号
様
式｣

に
改
め
、

同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中｢

別
記
第
八
号
様
式｣
を｢
別
記
第
七
号
様
式｣

に
改
め
、

同
号
を
同
条
第
二
号
と
す
る
。

第
十
一
条
中｢

別
記
第
九
号
様
式｣

を｢

別
記
第
八
号
様
式｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
三
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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指 定 物 品 調 達 調 書

本書物品を調達してよろしいか。

出納事務局出納管理課 調達期限

契約先

TEL.

年度 会計 款

項 目 節

細節

品目名 単位 数量 契約単価 金額円 円

合計

 1

      年  月  日

      年  月  日

       年度

別記第１号様式（第３条関係）
別記第１号様式 (第３条関係)

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �61



内 訳 書

出納事務局出納管理課 ページ

品目名 単位 数量 契約単価 金額円 円

合計
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別記第２号様式 (第４条関係)

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �63



指 定 物 品 交 付 書

担当者印

本書のとおり交付しました。 請求年月日 交付年月日

出納管理課長

品目 数量 単位 単価 金額円 円

ページ

合計

別記第３号様式（第４条関係）別記第３号様式 (第４条関係)
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ページ

用度会計支出負担額通知書　　　　　
用度会計支出負担額内訳書（品目別）

年 月 日

執 行 機 関 年 月分

取 扱 機 関

今回支出負担額通知

確 認 日 年 月 日

確 認 者

品 目 単 価 (円 ) 数 量 金 額 (円 )

ZP076020

別記第５号様式（第６条関係）
別記第５号様式 (第６条関係)

別
記
第
五
号
様
式
か
ら
別
記
第
八
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �65



ペ
ー
ジ

作
成

年
月

日

税
外
収
入
個
別
表

年
度

年
月
分

執
行
機
関

会
計

事業

細事業

決
議
等

款
項
目
節

番
号

経理主管課

コード

内
訳

業
務
決
議
等

督
促
状

債
　
　
　
　
　
　
　
務
　
　
　
　
　
　
　
者

 円

 円

 円

 円

調
定

額
収
入
済
額

不
納
欠
損
額

収
入
未
済
額

収
納
日
納
期
限

(　
　
納
　
　
　
付
　
　
　
理
　
　
　
由
　
　
)

番
号

区
分
年
月
日

発
　
行

ZP095110

別
記
第
６
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）

別
記
第
６
号
様
式
(第
９
条
関
係
)
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ペ
ー
ジ

作
成

年
月

日

年
度

年
月

執
行
機
関

会
計

税
　
外
　
収
　
入
　
状
　
況
　
表

科
目

調
定

済
額

収
入

済
額

不
納
欠
損
額

収
入
未
済
額

細事業

事業
款

項
目
節

名
称

本
月
分

累
計

本
月
分

累
計

円
円

円
円

円
円

ZP095140

1
1

1

別
記
第
７
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）

別
記
第
７
号
様
式
(第
９
条
関
係
)
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年
度

指
定

物
品

棚
卸

表
作
成

ペ
ー
ジ

品
目

単
位

単
価

数
量

金
額

備
考

円
円

別
記
第
８
号
様
式
（
第
１
１
条
関
係
）

別
記
第
８
号
様
式
(第
11条
関
係
)
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出
納
事
務
局

出
納
事
務
局
長

中
津
高
等
学

校 恵
那
南
高
等

学
校

加
茂
高
等
学

校

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則(

平
成
十
八
年

岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号)

第
二
章
第

一
節
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
課(

総

務
部
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
、
総
合
企
画

部
市
町
村
課
、
産
業
労
働
部
情
報
産
業

課
及
び
林
政
部
全
国
植
樹
祭
推
進
事
務

局
を
除
く
。)

及
び
岐
阜
県
教
育
委
員

会
事
務
局
組
織
規
則(

昭
和
三
十
八
年

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号)

第

二
条
に
規
定
す
る
課

中
津
高
等
学
校
恵
那
北
校
舎

恵
那
南
高
等
学
校
岩
村
校
舎

加
茂
高
等
学
校
白
川
校
舎

中
津
高
等
学
校
恵
那
北
校
舎
に
お
け
る
法
第

百
七
十
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら

第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

恵
那
南
高
等
学
校
岩
村
校
舎
に
お
け
る
法
第

百
七
十
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら

第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

加
茂
高
等
学
校
白
川
校
舎
に
お
け
る
法
第
百

七
十
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第

五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

組
織
規
則
第
二
章
第
一
節
の
規

り
置
か
れ
る
課
、
議
会
事
務
局

監
査
委
員
事
務
局
監
査
第
一
課

阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織

和
三
十
八
年
岐
阜
県
教
育
委
員

第
七
号)

第
二
条
に
規
定
す
る

別
記
第
九
号
様
式
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
一
号

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

出
納
長｣

を｢

会
計
管
理
者｣

に
、｢

職
務
代
理｣

を｢

事
務
代
理｣

に
改
め
る
。

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

出
納
事
務
局

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号
。
以
下｢

組

織
規
則｣

と
い
う
。)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
出
納
事
務
局
を
い
う
。

第
三
条
の
見
出
し
を｢(

会
計
管
理
者
の
事
務
代
理)｣

に
改
め
、
同
条
中｢
第
百
七
十
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
る
出
納
長
の
職
務
を
代
理
す
る
上
席
の
出
納
員
は
、
出
納
事
務
局
出
納
管
理
課
長
の
職
に
あ

る
出
納
員
と
す
る｣

を｢

第
百
七
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
管
理
者
に
事
故
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
組
織
規
則
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
出
納
事
務
局
長
の
職
に
あ
る
者

に
そ
の
事
務
を
代
理
さ
せ
る
も
の
と
す
る｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
出
納
事
務
局
長
の
職
に
あ
る
者
に
も
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
組
織
規
則

第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
出
納
事
務
局
出
納
管
理
課
長
の
職
に
あ
る
者
が
そ
の

事
務
を
代
理
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中｢

及
び
地
方
機
関｣

を｢

、
地
方
機
関
及
び
出
納
事
務
局｣

に
改
め
、
同
条
第
二

項
中｢

及
び
地
方
機
関｣

を｢

、
地
方
機
関
及
び
出
納
事
務
局｣

に
、｢

吏
員｣

を｢

一
般
職
の
職
員｣

に
、｢

又
は
地
方
機
関｣

を｢

、
地
方
機
関
又
は
出
納
事
務
局｣

に
改
め
、
同
項
の
表
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

第
四
条
第
三
項
中｢

に
よ
る
出
納
員｣

の
下
に｢(

出
納
事
務
局
に
置
か
れ
る
出
納
員
を
除
く
。)｣

を
加
え
、｢

吏
員｣

を｢

一
般
職
の
職
員｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中｢

出
納
長
若
し
く
は
副
出
納
長｣

を｢

会
計
管
理
者｣

に
、｢

若
し
く
は
地
方
機

関｣

を｢

、
地
方
機
関
若
し
く
は
出
納
事
務
局｣

に
改
め
る
。

第
八
条
の
見
出
し
中｢

出
納
長｣

を｢

会
計
管
理
者｣

に
改
め
、
同
条
中｢

出
納
長｣

を｢

会
計
管

理
者｣

に
、｢

別
表
第
四｣

を｢

別
表
第
三｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
東
濃
県
税
事
務
所
の
項
中｢

東
濃
県
税
事
務
所
恵
那
出
張
所｣

を｢

東
濃
県
税

事
務
所
恵
那
県
税
窓
口
コ
ー
ナ
ー｣

に
改
め
、
同
表
飛�
県
税
事
務
所
の
項
中｢

飛�
県
税
事
務
所
下

呂
出
張
所｣

を｢

飛�
県
税
事
務
所
下
呂
県
税
窓
口
コ
ー
ナ
ー｣

に
改
め
、
同
表
岐
阜
各
務
野
高
等
学

校
の
項
、
大
垣
養
老
高
等
学
校
の
項
、
海
津
明
誠
高
等
学
校
の
項
及
び
益
田
清
風
高
等
学
校
の
項
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

｢

｢

別
表
第
一
中

を

｣
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定
に
よ

総
務
課
、

及
び
岐

規
則(

昭

会
規
則

課
機
械
材
料
研
究
所

管
理
調
整
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
上
席
の
職
員

に
改
め
、
同
表
総
務
部
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
、
総
合
企
画
部
市
町
村
課
及
び
産
業
労
働
部

｣

情
報
産
業
課
の
項
及
び
林
政
部
全
国
植
樹
祭
推
進
事
務
局
の
項
を
削
り
、
同
表
出
納
事
務
局
出
納
管
理

課
の
項
、
人
事
委
員
会
事
務
局
職
員
課
の
項
及
び
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
課
の
項
中｢

事
務
吏

員｣

を｢

職
員｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
振
興
局
の
項
及
び
振
興
局
に
置
か
れ
る
事
務
所
の
項
中｢

事
務
吏
員｣

を｢

職
員｣

に
改

め
、
同
表
大
阪
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
表
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
生
産
情
報
研
究
所
の
項
中｢

生
産
情
報
研
究
所｣
を｢

情
報
技
術
研
究
所｣

に
、｢

事
務

吏
員｣

を｢

職
員｣

に
改
め
、
同
表
生
活
技
術
研
究
所
の
項
、
中
山
間
農
業
研
究
所
の
項
、
生
物
工
学

研
究
所
の
項
、
森
林
研
究
所
の
項
、
旅
券
セ
ン
タ
ー
の
項
、
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
、
希
望
が

丘
学
園
の
項
、
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー(

中
央
、
中
濃
及
び
東
濃
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。)

の
項
及
び
わ
か
あ
ゆ
学
園
の
項
中｢

事
務
吏
員｣

を｢

職
員｣

に
改
め
、
同
表
計
量
検
定
所
の
項
及
び

農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
項
中｢

吏
員｣

を｢

職
員｣

に
改
め
、
同
表
岐
阜
家
畜
保
健
衛
生
所
の
項
、

東
海
環
状
自
動
車
道
事
務
所
の
項
、
長
良
川
上
流
河
川
開
発
工
事
事
務
所
の
項
、
宮
川
上
流
河
川
開
発

工
事
事
務
所
の
項
、
岐
阜
駅
周
辺
鉄
道
高
架
工
事
事
務
所
の
項
、
建
築
事
務
所
の
項
、
伊
自
良
青
少
年

の
家
の
項
、
関
ヶ
原
青
少
年
自
然
の
家
の
項
、
土
岐
少
年
自
然
の
家
の
項
、
御
嶽
少
年
自
然
の
家
の
項

及
び
高
山
陣
屋
管
理
事
務
所
の
項
中｢

事
務
吏
員｣

を｢

職
員｣

に
改
め
、
同
表
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ひ
だ

の
項
中｢

総
務
部
長｣

を｢

総
務
課
長｣

に
改
め
、
同
表
岐
阜
盲
学
校
の
項
及
び
岐
阜
聾
学
校
の
項
を

削
り
、
同
表
養
護
学
校
の
項
中｢

養
護
学
校｣

を｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
一
の
項
中

｢

事
務
吏
員
の
職
に
あ
る｣

を

｢

職
員
で
あ
る｣

に
改
め
、
同
表
三
の
項
中

｢

九
の
項｣

を｢

八
の
項｣

に
改
め
、
同
表
四
の
項
中｢

、
県
税
事
務
所
及
び
教
育
事
務
所｣

を｢

及

び
県
税
事
務
所｣

に
改
め
、
同
表
五
の
項
中｢

及
び
八
の
項｣

を
削
り
、
同
表
六
の
項
中｢

上
席
の
事

務
吏
員｣

を｢

上
席
の
職
員｣

に
、｢

事
務
吏
員
の
職
に
あ
る｣

を｢

職
員
で
あ
る｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号

岐
阜
県
会
計
管
理
者
印
及
び
岐
阜
県
会
計
管
理
者
事
務
代
理
者
印
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
九

年
四
月
一
日
か
ら
使
用
す
る
。

な
お
、
岐
阜
県
出
納
長
職
務
代
理
者
印
及
び
岐
阜
県
副
出
納
長
印
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

昭
和
四

十
四
年
岐
阜
県
告
示
第
六
百
七
十
九
号)

は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
廃
止
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

印
影

１

岐
阜
県
会
計
管
理
者
印書

体

て
ん
書

大
き
さ

二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方

２

岐
阜
県
会
計
管
理
者
事
務
代
理
者
印

書

体

て
ん
書

大
き
さ

二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方

二

公
印
管
理
者

岐
阜
県
出
納
事
務
局
出
納
管
理
課
長

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
号

岐
阜
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
五
号)
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の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

別
表
二
株
式
会
社
十
六
銀
行
長
良
支
店
の
項
中｢

長
良
養
護
学
校｣

を｢

長
良
特
別
支
援
学
校｣

に

改
め
、
同
表
株
式
会
社
十
六
銀
行
忠
節
支
店
の
項
中｢

岐
阜
希
望
が
丘
養
護
学
校｣

を｢

岐
阜
希
望
が

丘
特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
、
同
表
株
式
会
社
十
六
銀
行
蘇
原
支
店
の
項
中｢

生
産
情
報
研
究
所｣

を

｢

情
報
技
術
研
究
所｣

に
改
め
、
同
表
株
式
会
社
十
六
銀
行
関
支
店
の
項
中｢

関
養
護
学
校｣

を｢

関

特
別
支
援
学
校｣

に
、｢

中
濃
養
護
学
校｣
を｢

中
濃
特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
、
同
表
株
式
会
社
十

六
銀
行
西
関
支
店
の
項
中｢

博
物
館｣

を｢
機
械
材
料
研
究
所
、
博
物
館｣

に
改
め
、
同
表
株
式
会
社

十
六
銀
行
白
鳥
支
店
の
項
中｢

郡
上
養
護
学
校｣
を｢

郡
上
特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
、
同
表
株
式
会

社
十
六
銀
行
土
岐
支
店
の
項
中｢

東
濃
養
護
学
校｣
を｢

東
濃
特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
、
同
表
株
式

会
社
十
六
銀
行
中
津
川
支
店
の
項
中｢

、
恵
那
北
高
等
学
校｣

を
削
り
、
同
表
株
式
会
社
十
六
銀
行
恵

那
支
店
の
項
中｢

恵
那
養
護
学
校｣

を｢

恵
那
特
別
支
援
学
校｣
に
改
め
、
同
表
株
式
会
社
十
六
銀
行

岩
村
支
店
の
項
を
削
り
、
同
表
株
式
会
社
十
六
銀
行
明
智
支
店
の
項
中｢

株
式
会
社
十
六
銀
行
明
智
支

店｣

を｢

株
式
会
社
十
六
銀
行
明
知
支
店｣

に
、｢

明
智
商
業
高
等
学
校｣

を｢

恵
那
南
高
等
学
校｣

に
改
め
、
同
表
株
式
会
社
十
六
銀
行
西
高
山
支
店
の
項
中｢

飛�
養
護
学
校｣
を｢

飛�
特
別
支
援
学

校｣

に
改
め
、
同
表
株
式
会
社
十
六
銀
行
大
阪
支
店
の
項
を
削
り
、
同
表
株
式
会
社
大
垣
共
立
銀
行
江

並
支
店
の
項
中｢

大
垣
養
護
学
校｣

を｢

大
垣
特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
、
同
表
株
式
会
社
大
垣
共
立

銀
行
白
川
口
支
店
の
項
を
削
る
。
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平
成
十
九
年
四
月
一
日
印
刷

平
成
十
九
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


